
■養老鉄道の概要

営業キロ程･および駅数 桑名 ･揖斐間 57.5 キロ、 27 駅 (桑名 市内 10.2 キロ、 5 駅)

軌 道 ′
幅 1 . 0 6 7 メー トル

沿 線 自 治 体 岐阜県 大垣市、 海津市、 養老町、 神戸町、 揖斐川町、 池田町

三重県 桑名市

輸 送 人 員 5 9 2万人/年 (平成 26年度実績)

第二種鉄道事業者 養老鉄道株式会社 運行 (車両所有)

第三種鉄道事業者 近畿日本鉄道株式会社 線路 ･駅等施設所有

第一種鉄道事業者…自社線路により鉄道事業を営む者をいう。
第二種鉄道事業者…第三者の線路を使用して鉄道事業を営む者をいう。
第三種鉄道事業者…線路を所有し、第二種鉄道事業者に当該線路を使用させる者をいう。

養老鉄道 路線図
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5 月 6 日確認書に基づく新事業形態スキーム
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新法人 基金 沿線市町

、 { J -出資･珂聽支富施設保有 ･維持管理

4 .5 条 { 車両保有.維持管理〕 鉄道施設等

1条
鉄道施設等 の修繕に係
の設備投資 る補助
に係る補助

一時金の支払 (僅0 億円) 8条

国

案文注釈は確認書の条文です 三重県



養老線の事業形態変更に関する今後の予定

平成 28年 7月 (仮称) 養老線地域公共交通再生協議会設立

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会

地域公共交通網形成計画の策定等の所要の手続きを実施

【委員構成】

地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律の区分

委員区分等

法第 6条第 2項第 1号

(地域公共交通網形成計画を作

成しようとする地方公共団体)

沿線 7市町

法第 6条第 2項第 2号 (1) 公共交通事業者

(2) 道路管理者

(3) 地域公共交通網形成計画に定めよう

とする事業を実施すると見込まれる者

法第 6条第 2項第 3 号 (1) 公安委員会

(2) 地域公共交通の利用者

(3) 学識経験者

国 その他会長が必要と認める者

(岐阜県、 三重県)

平成 29 年 1月 ~ 3月 第三種鉄道事業者となる新法人の設立

沿線 7市町等により設立

平成 29 年 7月 ~ 12 月 地域公共交通網形成計画を国へ提出

鉄道事業再構築実施計画の国の認定

新法人の第三種鉄道事業者としての国の許可

平成 29 年中 新しい事業形態での事業開始

@第二種鉄道事業者 養老鉄道株式会社

@ 第三種鉄道事業者 新法人


